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司法行政文書の開示手続における事件番号の取扱いについて

（事務連絡）

情報公開。個人情報保護審査委員会から別添の答申がされたことを踏まえて、

記の取扱いについて、別紙のとおり整理しました。また、別紙の整理を受けて、

前の取扱いから不開示部分について変更を要する司法行政文書のマスキング例

標
従
司Ｉ

法行政文書開示手続の手引各論のマスキング例の更新版）は、別添のとおりです。

「司法行政文書開示手続の手引」 （令和5年6月改訂版）中で、標記の取扱いに

関して記載されている箇所については、別途改訂する予定ですので、それまでの間

は、別紙及び別添を執務の参考にしてください。

なお、簡易裁判所に対しては、所管の地方裁判所から連絡してください。4

、
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(別紙）

司法行政文書の開示手続における事件番号の取扱いについて

事件番号の不開示情報相当性について

(1) 当事者に個人が含まれる事件の事件番号

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（以下「法」 という。 ） 5条1

号前段の個人識別情報には、他の情報と照合することにより、特定の個人を識

別することができることとなるものを含み（同号前段括弧書） 、照合の対象と

なる「他の情報」には、公知の情報や一般人が通常入手し得る情報のほか、当

該個人の近親者や関係者であれば保有している又は入手可能であると通常考え

られる情報も含まれるものと解されている'・事件番号のうち、何人も可能と

される記録の閲覧等の手続を利用して事件記録と照合することにより事件の当

事者である特定の個人2を識別することができることとなるものや、官報公告

がされる事件類型のものについては、事件記録や官報が「一般人が通常入手し

得る情報」に当たるといえ、その観点から個人識別情報相当性を肯定できる。

また、事件番号のうち、事件記録の閲覧等を請求することができる者を当事者

若しくは利害関係を疎明した第三者等に制限し、又は事件記録の閲覧等の制度

1

が存しない事件類型のもの、官報公告がされない事件類型のものについても、

閲覧等が可能な利害関係人等の関係者が閲覧等を行うことにより、特定の個人

を識別することができるものといえることから、基本的には、いずれの事件番

号も、それ自体が個人識別情報に相当し、原則として不開示情報となると考え

］総務省行政管理局編『詳解情報公開法』47頁参照

2事件番号のうち、当事者に個人が含まれないものについては、個人識別情報に相当する

とはいえず、法5条2号相当性等を検討することとなるが（1の(2)参照） 、司法行政文書

開示手続において問題となる特定の事件番号が、そのいずれに当たるかが明らかでない場

合には、当事者が個人である可能性を考慮して取り扱うのが相当である。



るのが相当である3．

（2） 当事者が法人又は団体等のみである事件の事件番号

事件番号のうち、当事者が法人又は団体等のみである事件のものは、個人識

別情報に相当するとはいえないが、 (1)に記載のとおり、事件番号を通じて当事

者である法人等が特定され得る。これにより、当該文書における事件番号以外

の情報4と相まって、当該法人等が当事者となる事件の進行状況等の具体的な

内容が明らかになるため、公にすることにより当該法人等の権利、競争上の地

位その他正当な利益を害するおそれがあるものに当たり、法5条2号イの不開

示情報に相当する場合が多いと考えられる。

2公領域情報（法5条1号ただし書イ）について

（1） 公領域情報に相当する場合

事件番号が個人識別情報に相当するとしても、当該事件番号が「法令の規定

により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」

（以下「公領域情報」 という。 ）に相当する場合には、不開示情報から除かれ

る（法5条1号ただし書イ） 。公領域情報のうち、事件番号の開示との関係で

主として問題となるのは、 「慣行として公にされ、又は公にすることが予定さ

れている情報」 （以下「公表慣行のある情報」 という。 ）であるが、これには、

①これまで既に‘|貫行として公にされている情報5と、②将来公にすることが予

定されている情報とがあり、これらのうち②には、国民への説明責任の観点か

3個別の事案に応じて、個人識別情報相当性を説明し難い場合があれば、法'5条1号後段

の権利利益侵害情報相当性を検討することとなる。

4事件番号とともに、事件の具体的な内容が記載されている場合のほか、事件名、訴訟の

進行に関する記載等がある場合も想定される。

5典型例としては、裁判所ウェブサイトに掲載されている裁判例の事件番号を挙げること

ができる。なお、訴訟記録の閲覧制度は、裁判の公正と司法権に対する国民の信頼を確保

することなどの基本的な理念に基づき、特定の受訴裁判所の具体的判断の下に実施されて
いるもので、その手続及び目的の限度において訴訟関係者のプライバシーが開披されるこ

とがあるとしても、 このことをもって、訴訟記録に記載された情報につき、直ちに公表慣
行があるとは言えない。 （令和5年度（行情）答申第374号等参照）



ら、 「求めがあれば何人にも提供することが予定されている情報」も含まれる

と解されている6．

(2) 公表慣行のある情報の該当性の判断要素

事件番号が公表慣行のある情報に該当するか否かは、司法行政事務が適正か

つ効率的に運営されていることを国民に対して説明するために事件番号を明ら

かにする必要があるか、裁判実務上あるいは司法行政上の取扱いや運用等にお

いて、通常求めがあれば当該事件番号を提供して差し支えないといえるような

場合であるか、当該事件番号を開示することによって当事者等特定の者が不利

益を被るなどの弊害が生じる可能性がないか等の考慮要素を検討し、説明責任

と個人のプライバシー保護を比較衡量して、文書ごとに個別に判断することに

ノ

なる。

具体的には、裁判所が保有する文書に事件番号が記載されている場合には、

通常当該文書は当該事件の進行状況等に応じて作成されるものであることから、

当該文書に特定の事件番号が記載されていることを明らかにするだけで、当該

事件の具体的内容、進行状況、終局結果等を推知することが可能となるため、

当該事件の当事者等が不利益を被るおそれが否定できない7．したがって、裁

判所が保有する文書に事件番号が記載されている場合には、当該事件番号は原

則として公表慣行のある情報には当たらず、法5条1号前段により不開示とな

る（(3)のア参照） 。

ただし、裁判所で行う事務の性質を踏まえると、裁判所に特定の事件番号の

事件が存在すること自体は通常想定されるものであることから、事件番号が記

載されている文書であっても、当該文書が裁判所に係属する事件であれば必ず

定型的に作成されるものである場合など、当該文書の事件番号を開示したとし

6前掲『詳解情報公開法』48-49頁参照

7例えば、鑑定料請求書に特定の事件番号が記載されていることを明らかにすると、当該
事件で鑑定が行われたことが明らかとなり、事件の内容や進行状況が推知される可能性が

ある。



*

ても、特定の事件番号の事件が裁判所に存在することが推測されるに過ぎない

場合には、当該事件番号を提供して差し支えないと考えられるため、当該事件

番号は、法5条1号ただし書イに基づき開示することが相当である（(3)のイ参

照） 。

また、上記に該当しない場合であっても、当該文書に関連する事務の性質上、

司法行政事務として高度の説明責任が求められると考えられる場合には、当該

文書の事件番号を開示した際に当該事件の当事者が被る不利益の程度等を総合

的に考慮した上、当該文書の事件番号を開示する必要性が高いと判断される場

合には、例外的に公表慣行のある情報に当たると認められる場合もあることに

留意されたい（(3)のウ参照） 。

(3) 文書類型に応じた公表慣行のある情報の該当性の有無

ア通常は公表慣行のある情報に該当しないと考えられるもの

当該文書において、事件番号以外にも個人識別情報に該当する情報（例：

事件の具体的な内容、進行、関係する手続等）が記載されているものは、こ

れを開示することより当事者等が不利益を被るおそれが否定できないことか

ら、イ又はウに当たらない限り公表慣行のないものとして扱うのが相当であ

る。具体的には、開廷表8、期日指定状況一覧表のほか、個別の事件に関し

て作成された各種の文書（訴状・判決書・準備書面等、旅行命令簿、旅費精

算請求書、確定払請求書、支出決定決議書、事件記録等閲覧・謄写票（原

符） 、捜査記録等返還書。受領書、裁判員候補者選定録・被選定者名簿、警

備要請関係書類、当該事件についての司法行政上の措置に関する書面等）が

8傍聴の便宜のために法廷等に一度掲示されたものではあるが、それ以外で公開されてい

る情報ではなく、通常求めがあれば開示する情報であるともいえない。裁判の公開は、裁

判の公正及び司法権に対する国民の信頼を確保することなどの基本的な理念に基づき実施

されているものであり、その限度において開廷の前後に訴訟関係者に関する情報が開披さ

れることがあるとしても、そのことをもって直ちに開廷表に記載された内容に公表慣行が

あるとはいえない（令和元年度（情）答申第15号参照） 。



考えられる9。

イ事件番号を提供することに差し支えがないといえるもの

事件簿は、各裁判所において、司法年度中に受け付けた事件に関する事項

を、符号ごとに、年度の初めから登載順に通し番号を付して記載する帳簿で

あり、この順列で並ぶ通し番号が事件番号となる。このような事件簿の性質

上、事件簿を開示すれば、事件番号が判別できることも多く、また、司法統

計として事件数が公表されていること、そもそも事件簿は裁判所に事件が係

属すれば必ず記載される性質のものであることからすると、あえて事件番号

を不開示とする必要はなく、事件簿に記載された事件番号の有無を開示する

ことによる当事者の不利益は想定されないため、開示することとして差し支

えない。

事件簿に記載された事件番号が公表慣行のある情報に当たるとする理由は

上記のとおりであるから、通し番号としての事件番号ではなく、特定の条件

と結びついた事件番号の開示が問題となる場合'0は、アの類型として扱うの

が相当である。

ウ説明責任の観点から特に事件番号を明らかにする必要があるもの

事件番号が記載される主な司法行政文書のうち、記録等の廃棄に関して作

成された目録、特別保存記録等保存票･特別保存調査記録保存票'Ⅱについて

9裁判所ウェブサイトに登載された判例検索システムに現に掲載されている情報や傍聴券

交付に関する情報などの裁判所ウェブサイトに掲載した情報については、公表慣行のある

情報に当たると考えられるが、これらの掲載の有無の確認は申出内容に応じて検討するこ

とが相当である。すなわち、不特定多数の事件の事件番号が記載されているような文書の

開示が問題となっている場合に、個別の事件番号の具体的な公表事実の有無を全て確認し

て公表慣行のある情報を抽出するのは現実的ではなく、個人のプライバシー保護の要請及

び迅速な開示実現の要請からも、求められるものではないと考えられる。

'0例えば、 「令和●年●月●日から令和●年●月●日までの間に判決がなされた、事件名
が「●」の事件の事件番号がわかる文書」 といった開示申出に対し、システムに記録され

た事件簿記載事項から、当該条件に該当する事件のみを抽出して一覧化する場合などが想
定される。

11事件記録等の特別保存に関する規則に基づき特別保存に付された記録等について作成さ
れたもの及び改正前の事件記録等保存規程9条2項又は改正前の少年調査記録保存規程8



は、記録等の一部が国民の共有財産であるという認識に立てば､記録等の廃

棄、保存に関して高度の説明責任が求められるところ、具体的な事件が、い

つ廃棄されたのかという基本的な事実については開示する必要性が高いこと、

記録等の特別保存事務に関して特に高度の説明責任が求められること、事件

記録等の特別保存に関する規則に基づきその記録等が特別保存に付された事

件の事件番号は公表されることなどから、当該事件番号を開示することによ

って当事者等特定の者が不利益を被るなどの弊害が生じる可能性を考慮して

も、開示する必要性が高く、公表慣行のある情報に当たるものとして開示の

対象になる12。

3事件番号の取扱いに関するその他の留意点

（1） 存否応答拒否について

特定の事件番号が記載された開示申出がされた場合、開示申出内容によって

は、開示申出がされた文書の存否を答えるだけで個人識別情報（法5条1号前

段）を開示することになることに留意が必要である（裁判所の保有する司法行

政文書の開示に関する事務の取扱要綱（以下「取扱要綱」 という。 ）記第5参

照） 。例えば、開示申出内容に、事件番号と共に事件の具体的な内容や進行等、

当該事件に特有の事情が記載されている場合（例： 「令和○年（○）○○号事

件について、控訴に伴い事件記録が上級審に送られたことが分かる文書」 】3）

には、当該事件について記載のような内容。進行等があった事実の有無を開示

することになるため、その存否に関する情報自体が個人識別情報に相当するも

のとして存否応答拒否をするのが相当である'4。

条2項に基づき特別保存に付された記録等（上記規則施行前にされたもの）について作成

されたものをいう。

'2事件簿においても、記録の保存に関する記載部分は、 ウの理由により公表慣行のある情

報と認められる。

'3その他の例どして、 「令和○年(○）○○号事件の記録の閲覧謄写の履歴が分かる文書」

「令和○年（○）○○号事件の通訳人に支払った金額が分かる文書」等が考えられる。

14保有個人情報開示手続であれば開示申出人本人に係る情報を開示できる場合があるから、

』



(2) 部分開示について

事件番号が個人識別情報に相当する場合において、当該事件番号が記載され

た文書中に当該事件番号と一体となる個人識別情報（法5条1号前段参照）が

あるときは、取扱要綱記第3の2に基づく部分開示の可否が問題となる。具体

的には、個人識別部分（取扱要綱記第3）である事件番号を除くことにより、

その他の個人識別情報を開示しても個人の権利利益が害されるおそれがないと

認められる場合には、事件番号以外の部分を開示することになる'5．一方で、

事件番号が公表慣行のある情報に当たる場合には、個人識別部分である事件番

号が開示される以上、部分開示の余地はなく、法5条1号ただし書イからハま

でに該当する場合を除き、その他の個人識別情報を開示することができなくな

る'6。

例えば、事件簿情報について、各種事件簿記載の情報は、欄ごとに個人識別

情報（個人識別部分）である事件番号と一体として法5条1号前段の個人識別

情報に当たるが、 2の(3)のとおり、基本的に法5条1号ただし書イにより事件

番号を開示することとなるため、事件番号以外の部分について取扱要綱記第3

の2による部分開示の余地はないと考えられる。

このような開示申出書が提出された場合には、直ちに存否応答拒否をするのではなく、補

正を促し、保有個人情報の開示申出に補正させることが望ましいことは従前どおりである。

15個人識別部分である事件番号を除いた場合の部分開示の考え方は従前どおりであり、変

更はない。

'6文書中に、事件番号以外にも、その情報単体で個人識別情報となるもの（個人識別部分。

例：氏名、電話番号、住所等）があり、当該情報が法5条1号ただし書イからハまでに該

当するため開示される場合においても、部分開示の余地はなくなる。

1グU :氏多角、 E邑同口径

当するため開示さ



諮問日 ：令和5年2月3日 （令和4年度（最情）諮問第19号）

答申日 ：令和5年10月3日 （令和5年度（最情）答申第3号）

件名：特定のシステム内で保有されている特定の期間に特定の法律を適用し、か

つ控訴審判決が存在する事件の第一審判決を宣告した裁判所名、事件番号

及び判決日が記載された文書の一部不開示の判断に関する件

答 申 書

第1 委員会の結論

「裁判統計データベースシステムに記載された次の事項： 2020年（令和

2年）に判決が下され、罪名に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反」を

含むすべての事件の内、廃棄物の処理及び清掃に関する法律16条の2が適用

されており、かつ控訴審判決が存在するすべての事件の、第一審判決を下した

裁判所名、事件番号、判決日」の開示の申出に対し、最高裁判所事務総長が、

「一審庁名」で始まる文書（以下「本件対象文書」 という。 ）を対象文書とし

て特定し、その一部を不開示とした判断（以下「原判断」という。 ）は、妥当

である。

第2事案の概要

本件は、苦情申出人からの裁判所の保有する司法行政文書の開示に関する事

務の取扱要綱（以下「取扱要綱」 という。 ）記第2に定める開示の申出に対し、

最高裁判所事務総長が令和4年11月30日付けで原判断を行ったところ、取

扱要綱記第11の1に定める苦情が申し出られ、取扱要綱記第11の3に定め

る諮問がされたものである。

第3苦情申出人の主張の要旨

裁判所の（第一審庁）事件番号及び（第一審）判決年月日は、個人の氏名や

生年月日といった個人に関する情報を含んでいない。また、裁判所の事件番号

と判決日については、最高裁判所の編纂する判例集にも掲載されていることか

ら、公にすることが慣行とされている。

1



第4最高裁判所事務総長の説明の要旨
G

1 本件対象文書は、特定期間において特定の罰条が適用された事件に関する情

報が記録されたものであるところ、原判断においては、項目名以外の部分は、

一行ごとに一体として各事件に係る被告人の個人識別情報（行政機関の保有す

る情報の公開に関する法律（以下「法」 という。 ） 5条1号本文前段）に相当

すると判断し、このうち、 「一審庁名」欄は、公にしても個人の権利利益が害

されるおそれがないと認められるから取扱要綱記第3の2により部分開示した

が、 「一審庁事件番号」及び「第一審判決年月日」の各欄（以下「本件不開示

部分」 という。 ）については、法5条1号ただし書イからハまでに相当する事

情は認められず、また、取扱要綱記第3の2による部分開示も相当ではないた

め不開示とした。

2 しかし、不開示情報について改めて検討した結果、本件対象文書には氏名な

ど特定の個人を識別できる情報は記載されておらず、一行ごとに一体として各

被告人の個人識別情報に相当するとは言えないと考えるに至った。もっとも、

本件開示申出は、第一審判決又は控訴審判決において特定の罰条が適用された

事件を対象としていることから、申出に係る情報を抽出して記載したものを本

件対象文書として特定したものであるところ、本件不開示部分を開示すると、

具体的な事件が特定され、当該事件に対応する被告人が有罪判決を受けたこと

を開示することとなる。そうすると、本件不開示部分については、特定の個人

を識別することはできないものの、公にすることにより個人の権利利益を害す

るおそれがあり、法5条1号本文後段に規定する不開示情報に相当する。

3 これに対し、苦情申出人は、事件番号と判決年月日については、最高裁判所

が編纂する判例集にも掲載されていることから、公にすることが慣行とされて

いる旨主張する。しかし、特定の事件に係る事件番号及び裁判年月日を判例集

等で公表している事実をもって、事件番号及び裁判年月日についていかなる場

合においても公表慣行があるということにはならない。そして、本件不開示部＋

2



分については、 2の理由により不開示情報に相当し、裁判実務上あるいは司法

行政上の取扱いや運用等において、通常求めがあれば当該事件番号等を提供し

て差し支えないといえる事情は認められず、公にすることが慣行とされている

とはいえない。

4 よって、本件不開示部分を不開示とした原判断の結論は相当であるが、その

理由については、上記に照らし、 「個人識別情報（法5条1号本文前段） 」で

はなく 「公にすることより個人の権利利益を害するおそれがある情報（同号本

文後段）に相当する」とするのが相当である｡

第5調査審議の経過

当委員会は、本件諮問について、以下のとおり調査審議を行った。

①令和5年2月3日 諮問の受理

②同日 最高裁判所事務総長から理由説明書を収受

③同年6月16日 本件対象文書の見分及び審議

④同年7月14日 審議

⑤同年8月25日 審議

第6委員会の判断の理由

1 見分の結果と本件開示申出の内容を照らし合わせると、本件対象文書中の本

件不開示部分には、罪名に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反」を含む

事件で、そのうち同法律16条の2が適用されて、かつ、控訴審判決が存在す

る事件の第一審の事件番号及び判決年月日が記載されているものと認められる。

そこで、まず、上記事件番号の不開示情報該当性を検討すると、当委員会庶

務を通じて確認した結果によれば、事件番号は、各裁判所において、事件を受

理した日の属する年、当該事件の種類ごとに付される符号及び事件を受理する

たびに同符号ごとに付される一連の番号によって構成されるものであり、同一

の裁判所において、同一の事件番号が重複して付されることはないことが認め

られる。このような事件番号の性質に照らすと、当該事件が係属する裁判所名

グ

3



1

6

とその事件番号という情報から、対象となる事件を確実に特定することが可能

となる。

そして、法5条1号の個人識別情報は、他の情報と照合することにより、特

定の個人を識別することができることとなるものを含み（同号前段括弧書き） 、

照合の対象となる「他の情報」には、公知の情報や、一般人が通常入手し得る

情報が含まれるものと解される。刑事訴訟事件については、何人も、被告事件

の終結後、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障がある場合

を除いて、訴訟記録を閲覧することができることとされている（刑事訴訟法5

3条）ことから、事件番号によって特定される事件の訴訟記録を閲覧すること

で、一般に、各訴訟記録に記載された対象事件の被告人の氏名や住所等を知る

ことが可能となり、特定の個人を識別することができることとなる。以上によ

れば、本件対象文書に記載された事件番号は、他の情報と照合することにより、

特定の個人を識別することができることとなる情報であるということができ、

法5条1号前段の個人識別情報に相当する。

また、本件不開示情報のうち、判決年月日についても、本件開示申出が特定

の罪名及び罰条の適用を前提としたものであり、かつ、これに該当する事件が

同日中に判決の言渡しがされるものの中で他に多数あるともうかがわれないこ

とから、一審庁名及び判決年月日の記載と本件開示申出の内容とを照合するこ

，とで、具体的な事件を特定できる可能性が高く、その場合、当該事件の被告人

が有罪判決を受けたことが明らかになる。そうすると、判決年月旧によって直

ちに、特定の個人を識別することはできないとしても、公にすることにより個

人の権利利益を害するおそれがあると認められるから、法5条1号後段の不開

示情報に相当する。

2 これに対し、苦情申出人は、事件番号や判決年月日は、個人の氏名や生年月

日といった個人に関する情報を含んでいないから、個人識別情報には当たらな

いと主張するが、上記のとおり当該主張は採用できない。

4



加えて、苦情申出人は、裁判所の事件番号と判決日については、最高裁判所

の編纂する判例集にも掲載されていることから、公にすることが慣行とされて

いるとも主張するが、最高裁判所事務総長が説明するとおり、特定の事件に係

る事件番号及び裁判年月日を判例集等で公表している事実をもって、事件番号

及び裁判年月日についていかなる場合においても公表慣行があるということに

はならない。あわせて、本件のように、特定の罪名及び罰条の適用を前提とし

て、該当する事件の事件番号及び裁判年月日を公表する取扱いは裁判所におい

てされていないものと認められ、公表慣行があるとは認められない。

3 以上のとおり、原判断については、本件不開示部分が法5条1号に規定する

不開示情報に相当すると認められるから、妥当であると判断した。

情報公開・個人情報保護審査委員会

高 橋 滋委員長

委 員 門 正 人口

長 雅委 員 戸 子

《
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第●号法廷(●階)開廷表
令和○年○月○日○曜日 」

一

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

担当代理人
一一 一一口一一古÷ －号Ⅱ－－－

開始／終了 事件番号／事件名 当事者

／予定

一'令和○年(ワ)第×号 ’○○○○10:00

10:15

第1回弁論■■による不法行為に対する損害賠償請求事件Ioooo外

民事部△係

裁判官○○○○

書記官○○○

隼三郎
※弁誕士

令和○年(ワ)第×号

売買代余等請求事件

和光太郎
※支配人

民事部△係

裁判官○○○○
書記官○○○

株式会社△△
，

株式会社××|外

10:00

10:15

弁論

民事部△係

裁判官○○○○
書記官○○○

独立行政法人◇◇ 東京二郎

○○○○

令和○年(ワ)第×号

建物明渡請求事件

令瀕○年(ワ)第×号

損害賠償請求事件

10:30

11:00

弁論

'○○○○（閲覧制限） 民事部△係

裁判官○○○○

霞関五郎 書記官○○○
※指定代理人

11:00

11:30

弁論 国

破産者○○破産管財人

○○○○■■■■■■
株式会社▽▽

民事部△係

裁判官○○○○
書記官○○○

令和○年〈ワ)第×号

売買代金請求事件

13:15

13:30

弁論

令和○年(行ウ)第×号 民事部△係

裁判官○○○○
書記官○○○

○○○○13:30

13:45

弁論 損害賠償請求事件 市
市
○
○
○
○

民事部△係
裁判官.○○○○

書記官○○○

令和○13:45

14:00

弁論 選挙人
消請求

令測”鎌(行動鶴×号 民事部△係

裁判官○○○○
書記官○○○

○○○○14:00

14:15

弁論 分取消請求事件 ○○県住宅供給公社

F ■
当事者欄の記載について

①｢○○市長｣は､地方公共団体の執行機関であるため､開示する。

②｢○○選挙管理委員会｣は､地方自治法181条1項に基言浩設置された行政委員会の一つであるため、 開示する。

③｢○○県住宅供給公社｣は､都道府県により設立され､設立に当たり議会の議決を経ており (地方住宅供給公社法8

条、9条） ､また､公社に対しては､地方公共団体でなけれIま出資することができない (同法4条）ことから地方公共団

体と同様に扱う方が実質的に法の趣旨に適うため､開示する。

籟杵鼈鰯館蹴I頚いて

鰐弼識事件名は、 そ紬自綱固鯛'剛別情報腫溌当胸鯉贈蝋昔電熱事絆名と璽篠諦号渥組鰯舎お瞳篭壁i嘩卿I,ィ騨噌一糊卜

蒜に』迦響易に原告鋤爵潜蕊繩ら瀞に職霧詣語魏蠅勵尽 承開示と糠愚余地省荏重騒。

撫碩僻苓雷号を鏥開罰誰誹憲眺外は､部翁開示鞠塞惑罰蘆諏い詞は今憲謹と同糠窟濁霧。

』

1
※グレーの網掛けは､従前からﾏｽｸ相当としてい

■ﾛ

た箇所であり､変更はない｡黄色の網掛けは､本

事務連絡でﾏｽｸ相当とされた部分である。

〆



(事件検索結果一覧のマスキング例）

出力名:事件検索結果一覧出力日:○○○○／○○／○○

事件番号事件名 受付年月日 提起側 相手側 その他当事者終局年月日 終局結果部係 印紙額 関連事件

■■■■■■■■■■■■■■■

民事第○部
○係

R○(ワ)1 貸金請求事件 R○／○／○（月）○○○○ ○○○○ R○／○／○（金）和解成立 1,000

RO/O/O(木)取下げ蕊第0部R○(ワ)2 1損害賠償請求事件 R○／○／○（火）○○○○ 株式会社○○ 13,000

RO/o/O(水)判決 民事第○部
．－その他○係

R○(ワ)3 1不当利得返還請求事件R○／○／○（水） |有限会社○○株式会社○○ 23,000RO(ワネ)○

独立行政法人○○○○
○○○○ RO/O/O(火)和解成立医濤第0部R○(ワ)4 1建物明渡請求事件 R○／○／○(木） 7,000

RO/O/O(月)請求棄却|居震第0部R○(ワ〕5 1損害賠償請求事件 R○／○／○(金） ○○○○ 国 34,000

※ゲﾚｰの網掛けは､従前からﾏｽｸ相当としてい

た箇所であり､変更はない｡黄色の網掛けは､本

襄奇第雲烙でﾏｽｸ相当とされた部分である。
L



民事･行政第一審事件簿マスキング例

令和○年(ワ） (表面）

’事 件 番 号 21

○・○ ○・○｜③’ ｜ 移’
受付
区分付受

‘○○○○

外'○名予備欄○頁

生
ロ ○○○○原

生
ロ被 ’ ○○○○○○○○

損害賠償建物明渡名事 件

3,456,789 円

23,000円

訴訟の目的の価額

ちょ う 用印紙

2,345,678円

17,000円

’
｜

’
当庁当庁

○○（ヮ） 1240 基⑤異関 連 事 件 基反異
（ ）

（
ハ○・○・○○・○・○終 局

和解請求認容結 果 ワ '

手
ノ、’ｌ⑬異

原
被墨○・○・○

控
異控訴提起・異議申立て

（ ） 手
ワ

事件番号 ○○（ワネ） 77控
訴
提
起

終
結

局
果

少
．…訓下決定取下げ 事件送付却下決定取下げ

録送 付記 1 冊○・○・○ 冊
少
エ

○・○・○

控訴棄却

終
結

局
果控

訴
審
一
王
告
審
一
一
一
保
存
一

民
事
・
行
政
第
一
審
事
件
簿

人

’
提○・○・○

受○・○・○

上告○・○・○上告棄却

受理○・○・○不受理

1冊○・○・○

’ ○・○・○
’ ○・○・○

提
一
受
一
一
跨
一
》

終
結
局
果

上告提起・
受理申立て

行
ウ終

結
局
果

行
ケ上訴審から記録返還

完 結

終 期

記録廃棄

111

○
’
○

○
’
○

○
’
○

家
ホ

家
へ

ー考 利害関係人I株式会社△△傭

’’’
1

（ 7000円）(添付郵便切手）
受領印

（ 7000円）
21担当部

⑳⑳
、

I
戸可

一一一一凸邑 ■曲○一一一 与一一｡－－一つ－由一●－｡一一争一

漁グレーの網掛けは､従前からﾏｽｸ相当としていた箇所であり､変

更はない｡黄色の網掛けは､本事務連絡でﾏｽｸ相当とされた部

分である。

保存欄､担当部､添付郵便切手については裁判所

の記録管理､事件受付事務であり､公表慣行ありと



民事･行政第一審事件簿マスキング例

勺一一●甲一一

（裏面）令和○年(ワ）

3 4 5

移 ’ ○・○・○｜移 ’ 万・○・○1~悪○”○・○

’ ’ ○○○○
L＝ロ

株式会社○○商事 独立行政法人○○○○※

■ ■

| △△株式会社 ○○○○国※

Ⅱ

約束手形金
(手形異議）

損害賠償 建物明渡

678,901 円

7,000 円

4,567,890円

1 28,000 -F

5,678,901 円

『34,000 円

’
当庁
○○（手ワ） 125

当庁

’
当庁基反③ 基反異 基反異

（ ） （ ）

○・○・○ （
ハ

1 1 1

請求棄却 ワ

手
ハ⑭

異 ’蕊○・○・○ ’
原
被

控
異

原
被

控
異

■ ■ ■ ■

手
ワ

○○（ワネ） 88 （ ） （ ）

■ ■ I 。 。 1 ． ｡

少
．

…却下決定取下げ 事件送付却下決定取下げ 事件送付却下決定取下げ

1冊○・○・○ 冊 冊 少
エ

○・○・○

控訴棄却
人

人
ナ提 ○・○・○ 提

受 受

上告○・○・○上告棄却上告

受理 受理

提
一
受
一
跨
一
響

民
事

行
ウ

行
政
第
一
審
事
件
簿

行
ケ1冊 冊 冊○・○ ・○

家
ホ

家
へ

…

’ ’
（7000円） （ 7000円） ( 7000円）

3 4 5⑳ ⑳ ③

※訴舩当事者である国の機関等の名称は､公にすることにより《国の機関等の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
がある情報(法5条6号)とは考えられないので､原則として開示する。
※当事者が法人又は団体等のみである事件の事件簿については､事件番号及び保存に関する項目以外の事項については､利益
侵害情報と考えるのが相当である。



民事｡行政第一審事件簿マスキング例

令和○年(ワ） 予備欄

当事者
区別

終局
結果

】
一
一
一
一
二
一
心
二

事件番号 氏名又は名称 備考

原告 ○○○○
○"○・○

取下げ

Lo･○・○
I 和解

928

941

p

○○○○被告

■
、ﾛ

〃 被告 ○○○○

’被告 ○○○○〃

一

原告

岸
○・○・○

和解
955 ○○○○

〃 ■
一
告原 ○O○○

＝
被告 ○○○○〃

h

〃 被告 ○○○○

原告972 ○○○○
請求認容

○・○・○

取下げ

○・○"○

原告 ○○○○〃

○○○○原告
」

〃

和解

| －

■■■■

■■■■

■■■■

■■■■

■■■■

■■■■

一

民
事
・
行
政
第
一
審
事
件
簿
予
備
欄

記載部分がない行

を開示することによ

り､事件簿の当事

者欄で不開示とし

た箇所(例:『外○
名｣の数字)が推知
される場合は､当

該空欄の行も不開
示

ー

1
1※ヴﾚｰの細掛けは､従前からﾏｽｸ相当としていた

箇所であり､変更はない。

※グレーの＃ ﾏｽｸ相当としていた

箇所でありへ

’ 卓
ロ
ロ
。
卓
。
・
卓
』

ー

一
一
一
二
一
一

の

。
。

一
二
二

■
■
・
■
■
■

甲



民事"行政抗告事件簿マスキング例

令和○年(ラ） (表面）

馬

事件番号 21

’’’ ③受付
区分 2冊○・○・○1冊○・○・○ 移受 付

○○○○抗
生
ロ 人 株式会社○○

○○○○相手方 ・ 関係人

売却許可決定に対する
執行抗告

訴訟救助申立却下決定
に対する抗告

事 件 名

○○雲
国
出
簡

支
出
筋

地

○○③○○裁 判 所

○○（ケ） 450○○（家口） 33事件番 号
原
審 終
結

局
果

○・○・○○・○・○

○・○・○

○○（ソラ） 117

○・○・○

○○（家二） 44
抗告の提起

○・○・○○・○・○終 局

原決定取消し｡自判
（救助付与）

抗告棄却結 果

窯鶉
○・○・○

抗告の提起等
○・○・○

○○（ラク） 1414事件番号 （ ）
抗
告
提
起

○。 ○・○

⑳却下決定却下命令取下げ
終
結

局
果

鄭件送付却下決定却下命令取下げ

○○（ラ許） 826事件番号
申
立
て

許
可
抗
告

○・○・○

許可決定…却下命令取下げ

終
結

局
果民

事
・
行
政
抗
告
事
件
簿

許可決定不許可決定却下命令取下げ

○・○・○記録送付 冊○・○・○ 2冊

抗
告

特再○・○・○棄却特再
終
結

局
果

審 許許 へ

ソ

基本事件○○(家ホ)55
ラ

考備

行
ス
）

’
( 3000円）

⑰
(添付郵便切手）
受領印

( 5000円）
21担当部

③

’’
担当部､添付郵便切手については裁判所の事件受付事務であり､公

表慣行ありとして開示する｡以下同じ書式の事件簿について同じ。



民事｡行政抗告事件簿マスキング例

令和○年(ラ） (裏面）

3 4 5

’1冊○・○・○ 2冊○・○・○移 1冊○・○・○移 移

■
■

株式会社○○

○○○○

株式会社○○
有限会社○○

○○○○

○○社団法人 ○○株式会社 ’○○○○

､

移送決定申立却下
に対する抗告

訴訟費用額確定処分に対する
異議申立却下決定

債権仮差押命令申立却下決定
に対する抗告

○○⑳
家

○○ ⑱
家

支
出
筋

○○ ⑩
， 家

支
出
簡

支
出
筋

○○ （モ） 422 ○○ （モ） 430 ○○ （ヲ） 27

○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

○・．○・○

○○（ソラ） 66
○・○・○

○○（ソラ） 860
○・○・○

○○（ソラ） 54

○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

抗告棄却 抗告棄却 抗告棄却

雷
一
露 篭
特
再
一
許 鼈
○・○・○ ○・○・○ ■ ■

○・○・○

○○（ラク） 77 ○○（ラク） 99 （ ）

○・○・○

⑳却下決定却下命令取下げ

○・○・○

聯件送付却下決定却下命令取下げ 事件送付却下決定却下命令取下げ

○○（ラ許） 88 ○○（ラ許） 1290 （ ）

○・○・○ ○・○・○

民
事
・
行
政
抗
告
事
件
簿

⑳令⑳許可決定不許可決定却下命 許可決定 却下命令取下げ 許可決定不許可決定却下命令取下げ

2冊 ○・○“○ 3冊 ○・○・○ 冊

特再○・○・○棄却 特再○・○・○棄却 特再
－ 1

曲●■ ■ ●

許
争P－F

許 許
（
ソ
・
ラ
・
行
ス
）

基本事件令和○○年(ワ） 201号 基本事件令和○○年(ワ）1770号

ロ I

’
（ 2400 円） （ 1050 円） （ 4500 円）

⑥
3 4 5

⑳ ⑳



ﾛ

非訟･民事雑．執行雑｡行政雑等事件簿マスキング例

(表面）令和○年(モ）

■ ■

2 3事件番号 1
■ ﾛ ﾛ

移’ ○・○ I移’ ○・○｜移’
受付
区分受 付 ○・○

有限会社○○

○○○○

正
■
■
■
■

○○○○申 立 人 ○○信用組合

1 1 ロ

へ

○○株式会社 ○○○○○被申 立 人 ○○○

チ
・
上
・
借
・
借
チ

ﾛ ﾛ ロ ｡

｜

｜ ’

移送の申立て手数料還付の申立て担保取消決定の申立て事 件 名

一 円－ 円ちよう用印紙 一 円

④○○(ワ） 39 ④基本事件 ○○(ワ） 40
△
ロ○○(ヨ） 38

○・○・○ ’ ○”○・○局 ’ ○・○・○終 ン

配
チ認容決定 却下認容決定結 果

一

仲
・
サ
・
モ
・
ウ

愚
申
被抗告提起･異議申立て ○・○・○申

事件番号 ○○(ソラ） 410（ ）（ ）
捌
邸
側
脚
叫
Ｊ
記
一
「
列
剖
割

終
結

○。 ○ 。 ○局
果 ⑳ 却下決定取下げ事件送付却下決定･取下げ事件送付却下決定取下げ

人
モ非

訟
。
民
事
雑
．
執
行
雑
。
行
政
雑
等
事
件
簿

1冊 ○・○録送付 II1}冊

○・○・○終
結

局
果

人
ウ

抗告棄却
ヲ

q

上訴審から記録返還

結
一

農 元

終 期

子 記録廃棄

保

存

2冊○・○・○冊lIII

行
ク

行
タ

る
・
む
・
て
・
家
ロ
）

考備

(添付郵便切手）

受領印

（ 一 円）（ －円）

⑥ノ
（ 160円）

伽
31 2担当部

④

、

保存欄､担当部､添付郵便切手については裁判所

の記録管理､事件受付事務であり､公表慣行ありと

して開示する｡以下同じ書式の事件簿について同じ。

※ゲﾚｰの網掛けは､従前からﾏｽｸ相当としていた箇所で

あり､変更はない｡黄色の網掛けは､本事務連絡でﾏｽｸ

相当とされた部分である。
ノ



令和○年(モ） (裏面）

I

4 5 6 7

１
１ ’○・○“○ ○・○・○移 ○・○・○移 ○・○・○移 移

○○○○IOC株式会社 '○○○○○○○○
ｩ ■ ■

○○○○有限会社○○ ○O○○ （
チ
・
上
・
借
・
借
チ

移送の申立て 担保取消決定の申立て 文書提出命令申方て 移送の申立て

一 円 － 円 一 円 一 円
/

○○(ワ） 83 ⑥
〈
ロ○○(ワ） 65 ⑥○○(ヨ） 74

合
口 ○○(ワ） 92

○・○・○ ○・○・○ ○・○・○ ソ○・○・○

配
チ認容決定 認容決定 認容決定 却下

仲
・
サ
・
モ
・
ウ

墨○・○・○
申
被 墨○・○・○申

○○(ソラ） 188 ○○(ソラ） 277

○・○・○

細却下決定取下げ

○・○・○

細却下決定取下げ事件送付却下決定取下げ 事件送付却下決定取下げ
非
訟
。
。
民
事
雑
．
執
行
雑
。
行
政
雑
等
事
件
簿

人
モ○ ○1冊 1冊 ○・○冊 冊

人
ウ

○・○・○

抗告棄却

○・○・○

抗告棄却
ヲ

2冊○・○”○ 2冊○・○・○冊 冊

行
ク■ e ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ロ

ロ ■ ■ ロ Ⅱ ■ ■ ロ Ⅱ ■ ■ Ⅱ ロ ■ ■

行
タ． ． ｜ ’ 旦上 ・ ｜ ’ . ． ｜ ’ ・ ・

る
・
む
・
て
・
家
ロ
）（ 160円） （ 160円） （ 一円） （ 一円）1 1 2 3

⑳⑳ ⑳ ⑳
申



(事件情報一覧のマスキング例）

作成条件： 事件種類＝すべての事件種類、受理日=R3/1/1～R3/1/31

事件情報一覧
該当件数： 6件

弁謹人等

通訳人 ’’熊|遮行縦”惨|：
密
龍
一
癖
銅
部

押収番号終局日

確定日

(3/2．/26

終局

区分等

被告人等 部
係

基本事件番号等事件番号

事件名

裁判官(長）

書記官(内線）

憐成 受理日

起訴日

受付

区分

申立人等

相手方等
一
一 8－

栽
判
員

起訴；
』

；
I
3

1

’’

R3押1有罪

（一部

免訴、

－部公

訴棄却

等を含

む）

被’○○○○R3(")1

窃盗

刑事第1部

A係

○○○○

○○○○

（1234）

単独 R3/1/12

R3/1/12

起訴』 刑事

第2

部

刑事

鳶] I

被1○○○○R3(")2

殺人

刑事第2部

B係

合議○
○
○
○
麹

、
ｍ
ｅ

R3/2/1

R3/2/1 二 ［
’

被’○○○○R3(む)1

{窃瞬き

刑事第1部

B係

○○○○

○○○○

（1235）

R3/2/12
一 ■一 ■一

被Ioooo R3, '2/15 棄却R3(む)2

接見等禁止請求却

刑事第2部

A係

○○○○

○○○○

（2345）

R3/2/15

~

’
下の裁判に対する

準抗告

l－ l－ l－ R3/1'!2 1発付 解
熱
部
一
癖
鍵
部

R3(る)1

窃盗

疑’○○○○ － ’一 ｜検刑事第3部

C係

○○○○

○○○○

（3456）

R3/1/12 ○○○○

=Hg R3/1 13 発付R3(る)2

殺人

疑’○○○○ 刑事第3部

D係

○
○
１

○
○
訂

○
○
翌

○
○
く

R3/1/13 ○○○○

〆 、

事件番号が開示されていることから部分開示はできないものの、この文書の書式上、公判事件には想

定されない「申立人等相手方等」などの欄も全て表示されていることから、手続が想定されない桶

については情報が記載されていないことからマスキングなし、記載の有無自体が事件の内容を示唆す

るものについては、欄すべてを全部不開示とした。

※グレーの網掛けは､従前からﾏｽｸ相当としてい

た箇所であり､変更はない｡黄色の紙掛けは､本

事務連絡でﾏｽｸ相当とされた部分である。

ノL

21/03/028:15
ｰ

1／1

１
１
１
１
１

一 ○ 公判中

R3(わ)！

R3(わ)2

一
一

弁 ○○○○

通 ○○○○

一

弁
通

弁
通
1○○○○
1
1

i ー
弁
通

Ｂ
Ｅ
ｉ
●
Ｉ
８
７
ｚ
３
８
９
■
ｚ
４
３
Ｉ
。
ｆ
■

弁
通

弁
通

○○○○

○○○○

’
一

請
下
釈
却
保
求

函
Ｉ

刑事

第2

部



刑事公判請求事件簿マスキング例

（表面）
裏面記載省略

令和○年(わ）

事 件番 号 1 2

I 標 標
受｛‘1
区分受 付 正不

静
l正不

移○・○・○ ○“○・○

、別求係宅放刑

○○○○

勾別求保宅放刑

被
生
ロ 人

○○株式会社

■

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律違反
覚醒剤取締法違反

1

事 件 名
や

1 1 1

終 局 ○・○・○○・○・○

｜ ’

懲役2年

未決100日算入
結 罰金200万円果※

■■

’

’ ’
1

溌恋O･O｡O 騒溌O･O･O控訴申立て 取下げ ■ ■

記録送付 5 冊 ○・○・○2冊 ○・○・○‘

○・○・○ ○・○・○

控
訴
審

終 局

結 果※’
控訴棄却(判決）

当審訴訟費用全部負担

’ ’ n． 。 。 ｜
I

畿醗O｡O･O上告申立て 取下げ

○・○・○ ○・○・○
上
告
審

終
結

局

果※1

」

上告棄却決定

当審訴訟費用全部負担 ’
上告棄却決定

…
放棄
取下げ確 定 事 由 …

放莱
敗下け

上訴の k訴の

Ⅲ 定 ○・○・○○・○・○

刑
事
公
判
請
求
事
件
簿

上訴審からの記録返還 3冊○・○・○ 7冊○・○・○

検察庁に記録送付 3 11I○・○・○ 7冊○・○・○

令和○年○月○日

上告棄却決定に対する異醗申立

令和○年○月○日

異艤申立棄却決定

令和○年(わ） 513号を併合 へ

ろ

考肺 わ

逮捕状､勾留状受領

勾留満了○年○月○日

の
ー

弁選受領

’
’

’担当部 受領印 ⑳1 2 ⑳
0

子
‐ ■

※ゲﾚｰの網掛けは､従前からﾏｽｸ相当としていた箇所

であり､変更はない｡黄色の網掛けは､本事務連絡でﾏ

ｽｸ相当とされた部分である。

担当部については裁判所の事件受付事務であ

り､公表慣行ありとして開示する｡以下同じ書式

の事件簿について同じ。

」可

控訴棄却(判決）



刑事抗告等事件簿マスキング例

（表面）
裏面記載省略

令和○年(く）

事件番号 21 3

○・○・○○・○・○受 付 ○・○・○

検被④付法少

’○○○○

検被弁付法④

○○○○

⑬被弁付法少

○○○○
申立人等

ロ 司心

保釈請求却下決定に

対する抗告の申立て

｜

’

保釈許可決定に

対する抗告の申立て
第一種少年院送致決定

に対する抗告の申立て
事件名

q■■■■■■■■■■■■■■＝=＝－一

1 句

I

ｌｌｌｌ

○○○○ ○○○○被告人等

⑩⑩ 地
③
棚
○○

支○○家

愉

支○○家○○支

怖

裁判所
原

○○(少） 710○○(む） 894○○(む） 1192事件番号

定
立
見

決
申
意

決
申
意

定
立
見

決
申
意

定
立
見

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

○
○
○

終 局

結 果

○
○
○

○
○
○

○
○
○

審

○．○・○終 ○・○・○局 ○・○・○
■

棄却結 果 棄却 棄却

○’○・○特別抗告申立て
■

記録送付 ○・○・○

生
ロ 局

果

終
‐
結

特
別
抗

○・○・○

審
等 棄却 （

く
．
、
け
，
秩
ほ
・
秩
へ
）

刑
事
抗
告
等
事
件
簿

ロ

上訴審から記録返還 2冊○・○・○

原審に記録返還 3冊○・○・○1冊○・○・○ 2冊○・○・○

令和○年○月○日

検察官に通知

令和○年○月○日

検察官に通知
考術

’担当部 受領印 86 7③ ④ ③

〆 ~、

担当部については裁判所の事件受付事務であ

り､公表慣行ありとして開示する｡以下同じ書式
※ゲﾚｰの網掛けは､従前からﾏｽｸ相当としていた

箇所であり､変更はない｡黄色の網掛けは､本事務

連絡でﾏｽｸ相当とされた部分である。
k



刑事等雑事件簿マスキング例

令和○年(む） （表面）

裏面記載省略

事件番号 1 2 3

受 付 ○・○・○○・○・○ ○・○・○

検被③

○○○○

③被弁

○○・○○

検峨弁

○○○○
請求者等

| 保釈請求事件名 保釈請求 保釈許可決定
l ’

事件番号 ○○(わ） 61 ○○(わ） 125 ○○(わ） 89

基
本
事
件

被告人
少 年
被疑者
対象者

○○○○ ○○○○ ○○○○

終 局 ○・○・○ ○・○・○ ○・○・○

結 果 保釈請求却下 棄却許可決定

⑤ ｜

’
検⑳弁

○・○・○

抗
異
準

抗
異
準

検被弁 検被弁 （
ぬ
。
こ
・
な
．
え
・
や
・
る
・
む
・
て
・
少
口
・
少
ホ
“
医
に
）

不服申立て 異
準

記録送付 ○・○・○

上
訴
審

終 局

結 果

○・○・○

棄却

上訴審からの記録返還 ○・○・○

検察庁等に記録送付
■ ロー一

｢－T 完 結

保
存

終 期

刑
事
等
雑
事
件
簿

・ ロ

記録廃棄

令和○年○月○日

高裁より記録受領
(第一審記録鐡蕊溌議編てつ）

身柄引受書､誓約書、

令和○年○月○日

保証金150万円備 考

■ ■

鋤 、 2 ○ 3 ③

鑿薯鶏蝋撫繍『
記録管理、

gして開示

ご同じ。

ll
L 』

2 ⑳ 3 ⑳⑳担当部 受領印 1

保存欄､担

事件受付葛

する｡以下’

旦

件受付事

る｡以下同

当部については

事務であり､公表！

)いては

務であ↓

裁判所の記録管理、

l､公表慣行ありとして開示

の事件簿について同じ。じ書式



マスキング例（事件記録等閲覧･謄写票(原符)）

(別紙様式第1）

民事事件記録等閲覧｡謄写票(原符)|申 請区分|閲覧 ・ ・ 複
受付年月 日|令和○年○月○日|ちよう用印紙額’ ’50

製
一
円
一

○・○
q■ｰ~＝－－‐ー■‐｡‐■‐■

図担

口却
口拒

書
下
絶

事件記録等返還
月日 ・事件担
当書記官受領印

令和○年（ ワ ）
第 ○ 号

事件番 号
ローｰ‐ー‐ｰーーーーｰｰ＝

④

○○○○申請人氏名
事件担当書記官

票受領印

⑳
（ ○部○係）第 ○ 号原符番 号

I

■』 ■■■I ■■■I ■■ー■■ ■画 ■■＝ ,唾■■ |■■■ I嘩白■ I＝車8■■■■■■■■■■■I■■■卓■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■＄■■■■■■■■■嘩■■■■■揮輯ロ■■■顛噂ロ■■■

(別紙様式第2）
■

》
》

証 拠

謄

物
一
写
一
円

刑事事件記録等閲覧。謄写票（原符）
申請区分

令和○年○月○日受付年月 日
ちよう用印紙額

令和○
第

○

年（わ）
○ 号

○○○

事件番 号
録等返

事件
官受領

○・○
一一＝＝■■一画■■■■■ローーロ■

事件記
月日 ・

当書記

還

担
印

－－■■竺一■■ーー＝ー‐ｰｰ‐ｰ画一‐ｰー‐‐ーーーーーー‐■

④被告人等氏名

図担書

口却下

口拒絶

ロ

弁護人
OOOO

事件担当書記官

票受領印

⑳申請人氏名

（ ○部○係）第 ○ 号原符番 号

※ゲﾚｰの網掛けは､従前からﾏｽｸ相当としてい

た箇所であり､変更はない｡黄色の網掛けは､本

事務連絡でﾏｽｸ相当とされた部分である。

、

ノ



マスキング例（事件記録等閲覧"謄写票(原符)）

(別紙様式第3）

家事事件記録等閲覧･謄写票(原符)|申請区分|閲覧 ・ 。 複製
受付年月 日|令和○年○月○日|ちよう用印紙額’ ’50 円

○画○
画■■＝q■■U＝ー■■一画一一酉1■事件記録等返還

月日 ・事件担
当書記官受領印

令和○年(家
第 ○

１
Ｊ
画
万

図担書
口却下

事件番 号
‐■■ーーーｰｰ~‐ーーーｰ~

⑳
■

申請人氏名 ○○○○
事件担当書記官

票受領印

⑳
（ ○部○係）第 ○ 号原符番号

歯■ 【、唾■■ 寧画一回■』 ■■■■ I■■ ■唾 ■■■ﾛ ､■■■ 車画 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■車■■■■■■■■■■■■■Q■■■函画■■■■車■ロ■■■■■■■■■■■ー■再■■■■

(別紙様式第4）

少年事件記録等閲覧｡謄写票(原符)|申請区分| 閲 覧 ・~直フ
受付年月 日|令和○年○月○日|ちよう用印紙額’ 150 円

令和○年（少 ）

第 ○ 号

○○○○

事件番 号 図担書
口却下
口拒絶

事件記録等返還
月日 ・事件担
当書記官受領印

○・○
■声■■＝■■■ｰ中一一＝章一一一 －－＝■■一ｰーー■＝一一重一口

⑳少年等氏名
◆

事件担当書記官

票受領印

⑳0●○○申請人氏名

（ ○部○係）原符番号’ 第 ○ 号

瞳Ⅱ ■■■』 ■■■I ■画 ■■ ■画一軍画 1画隼H■■■■車■■■■■■■■■■■■ー■＝ロ■■■■‐ロ■■■■■ー■■■■■■■■ロ■■■■毒ロ■■■■■ロ■■■■■■■■■■■U■■■■車U■■■睡毎0■■■

(別紙様式第5）

医療観察事件記録等閲覧･謄写票(原符）

受付年月 日|令和○年○月○日
･謄 写申請区分

図担書
口却下
口拒絶

事件記
月日 ‘

当書記

鰡
事
畷

○・○
一色一旬■ｰｰｰ■■ー”ｰー噂

返還

件担
領印

事件番号

対象者氏名

令和○年(医

第 ○

○○○

、
‐
ノ
号
○

｡■‐ｰ‐‐■■■ー‐■一一一■

⑳

事件担当書記官

票受領印

OOOO申請人氏名 ⑳

（ ○部○係）原符番号’ 第 ○ 号

、

※グレーの網掛けは､従前からﾏｽｸ相当としていた

箇所であり､変更はない。

ノ



〆 、

※グレーの網掛けは､従前からﾏｽｸ相当としてい

た箇所であり､変更はない｡黄色の網掛けは､本

事務連絡でﾏｽｸ相当とされた部分である。
L _ノ

令和○年（つ）第○号（付審判請求）

令和○年○月○日

I

○地方検察庁御中

捜査記録等返
室
冒

哩
唾

書類の名称

罪名

被疑者名

冊数

不起訴裁定害

公務員職権濫用

OOOO

1冊

ほか8名

○地方裁判所刑事第○部

裁判所書記官 ○○○〔

書記官

)印

上記記録の返還を受けました。

令和○年○月○日

○地方検察庁

検察事務官○ooo@



令和○年（つ）第○号（付審判請求）

令和○年○月○日

○地方裁判所刑事第○部御中

○地方検察庁

検察事務官○○○ ⑳○

聿
冒受 領

不起訴裁定書

公務員職権濫用

OOOO

1冊

書類の名称

､罪名

被疑者名

冊数

ほか8名



1項特別保存の指定がされた特定事件の文書であるため、事件番号に公表慣行なし。特別

保存の理由については、事件の進行状況や当事者の訴訟活動の評価、推測につながる情報

のため部分開示も相当ではない｡記録の保存に関する部分(特別保存認定の日、廃棄の日
等）には公表慣行あり。

その他部分で部分開示可能な部分を開示する（備考欄､事件名棡､事件の特徴欄) 。
（別紙様式第4） （1項特別保存）

特別保存記録等保存票

●●裁判所●●支部
■

記録（事件書類）

の表示
●年（ ）第 ● 号

事 件 名

（通称）

● ●

● ●事件

事件

）

事件書類●冊●通

（

保存の対象 記録の一部。全部●冊
’

｜ ’
特別保存の理由 規程9条1項（○を付したもの） 規程9条2項（○を付したもの）

aq

務
到
の
属
し
れ

債
が
等
係
属
さ

該
期
認
は
。
係
想

当
行
確
又
る
に
予

に
履
効
，
れ
現
が

後
の
無
し
さ
が
と

了
務
解
属
想
件
こ

満
債
和
係
予
事
る

間
る
は
に
が
る
す

期
係
。
又
現
と
す
属
仙

存
に
る
審
が
こ
連
係
の

保
義
す
再
件
る
関
は
。
手

名
来
事
ず
又
る

ア
⑦
ウ
エ 辛の杣

○た
考
る
調
め
意
料
１

れ
参
な
た
史
集
な
資

さ
に
。
に
れ
で
を
殊
考

示
特
た
考
さ
件
目
特
参

が
上
れ
参
理
事
耳
る
な

断
用
さ
に
処
た
の
け
要

判
運
示
特
り
し
芸
お
重

法
釈
が
上
よ
映
い
社
に
。
の

憲
解
断
営
に
厘
局
に
方
る
究

な
の
判
運
法
を
が
的
地
す
研
弛

要
令
る
訟
方
相
値
国
該
有
査
る
の

重
法
な
訴
理
世
価
全
普
を
調
な
そ

に
審
的
た
義
と

ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク

）

官

（ ■
螂
索

銅』で係属1 ，ている事件

平成 年毒判所)第
I

0

｜ ’

｜ ’
P

、

I

事件の特徴 ● ● ●

特別保存要望者
Q ･

の氏名等
●●●●

特
認
一

別保存

定の 日
●●・●●・●● 終 期 ●●。●●・●●

始 期 ●●。●●・●● 廃棄の日

備
考 ● ● ●



2項特別保存事務は公表慣行あり。事件名（事件名はウェブサイトで公表されている限度
において公表慣行あり） 、事件の特徴、備考は、記載内容に応じて公表慣行の有無を判断
する。特別保存要望者氏名は特定個人の氏名のため不開示となる。

（2項特別保存）

（別紙様式第4）

特別保存記録等保存票

●●裁判所●●支部
､

記録（事件書類）

の表示
●年（ ）第 ● 号

事 件 名

（通称）

● ●

● ●事件

事件

）

事件書類●冊●通

（

保存の対象 記録の一部。全部●冊

／

規程9条1項（○を付したもの）特別保存の理由 規程9条2項（○を付したもの）
I 。 I
I

務
到
の
属
し
れ

債
が
等
係
属
さ

該
期
認
は
孫
想

当
行
確
又
る
に
予

に
履
効
，
れ
現
が

後
の
無
し
さ
が
と

了
務
解
属
想
件
こ

満
債
和
係
予
事
る

間
る
は
に
が
る
す

期
係
。
又
現
と
す
属

存
に
る
審
が
こ
連
係

保
義
す
再
件
る
関
は

名
来
‐
事
す
又

ア
イ
ウ

Ｏた
考
る
鮎
料
め
意
料
ｊ

れ
参
な
た
史
集
な
資

さ
に
。
に
れ
で
を
殊
考

示
特
た
考
さ
件
目
特
参

が
上
れ
参
理
事
耳
，
る
な

断
用
さ
に
処
た
の
け
要

判
運
示
特
り
し
塾
云
お
重

法
釈
が
上
よ
映
い
社
に
。
の

篇
砿
断
営
に
厘
局
に
方
る
究

な
の
判
運
法
を
が
的
地
す
研
弛

要
令
る
訟
方
相
値
国
該
有
査
る
の

重
法
な
訴
理
世
価
全
彗
を
調
な
そ

に
審
的
た
義
と
く

ア
イ
ウ
②
オ
カ
キ
ク

）

る◎

エ（その他 ）
ゅ

現に係属している事件

平成 年毒判所)第 支部

事葎
I

I

I

｜ ’ ．

｜ ｜◆

I

事件の特徴 ● ● ●
1

特別保存要望者

の氏名等
●●●●

特別保存

認定の 日
●●。●●・●● 終 期 ●●。●●・●●

l ゞｰ , = 刀 一

｜ ｜申

始 期
| ●●.●●｡●01 廃棄の日 I

備
考 ● ● ●



備考桶は個別事件の内容に関する記載がある部分は公表慣行なし。

廃棄目録

備考冊数記録（事件書類の編冊）の表示

○○あり平成○○年（ワ）第3号 1

平成○○年（ワ）第5号 1

平成○○年（ワ）第8号 ●●1

平成○○年（ワ）第10号 1

平成○○年（ワ）第14号 ●●1

平成○○年（ワ）第15号 1

平成○○年（ワ）第16号 1

平成○○年（ワ）第17号 1

平成○○年（ワ）第18号 1

平成○○年（ワ）第20号 1

平成○○年（ワ）第26号 1

平成○○年（ワ）第27号 1

平成○○年（ワ）第28号 2

○○あり､平成○○年（ワ）第31号 1

平成○○年（ワ）第33号 1

7

平成○○年（ワ）第34号 ］

平成○○年（ワ）第36号 1

平成○○年（ワ）第45号 1

平成○○年（ワ）第47号 1

平成○○年（ワ）第50号 1

廃棄方法

廃棄日

処分者（官職）

立会者（官職）



令和 年（少） 少年保護事件簿（甲）
事件番 担当部号 終 抗

一
終

等
果

審
結

保 存

完 結

終 期

記録廃棄

告
一
局

局
受 付 少 年

生年月日

抗告等申立て
考備

事 件 名 受領印結 果
受付区分 上訴審から記録返還

記録送付

○・○・○
● ●

○・○・○ ○・○・○1 1
付法少検

検警⑬回

●●家裁

合綴●●●●

○・○・○ 生

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

○・○・○

⑲窃盗 保護観察

且

○・○・○
棄却

○・○・○ ○・○・○2 2
付法④検
○・○・○検（警移回

●●警察

●●号事件あり●●●●

○・○・○ 生
⑧ぐ犯 少年院送致

○・○・○ ○・○・○

○・○・○ ○・○・○3 3付法少検

強警移回
● ●

●●●●

○・○・○ 生
迷惑防止条例違反 f『）審判不開始

○・○・○ ○・○・○4 4付法少検

検警移回 ●●●●

○・○・○ 生
@)傷害致死 検察官送致

○・○・○ ○・○・○5 5付法少検

強警移回 ●●●●

○・○・○ 生
⑭暴行 審判不開始

－

○・○・○ ○・○・○6 6付法少検

験警移回 ●●●●

○・○・○ 生
●迷惑防止条例違反 保護観察

○・○・○ ○・○・○7 7付法少検

強警移回 ●●●●

○・○・○ 生

● ●

⑬窃盗 保護観察

記録廃棄欄､担当部については公表慣行あり｡完結欄は少年事件の強い非公開性から事件の終了時期につい
ての公表慣行なし｡終期欄は少年の生年月日を推知させるため公表慣行なし。


